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(57)【要約】
【課題】製造コストが抑制された複列円すいころ軸受を
提供する。
【解決手段】複列円すいころ軸受は、環状の形状を有す
る軌道輪である外輪２と、外輪２の内周側に配置され、
環状の形状を有する軌道輪である内輪５と、ころ６とを
備える。内輪５には外輪２と対向する外周表面に、底面
が転走面となる溝１９が２列形成されている。ころ６は
、内輪５の転走面と接するように溝１９の内部に配置さ
れるとともに、外輪２と接する円すい形状のころである
。内輪５の外周表面において、溝１９と隣接する領域は
、溝１９の内周面から当該領域にまで延在する硬化領域
１５と、硬化領域１５より溝１９から離れた位置に配置
されるとともに硬化領域１５より硬度の低い非硬化領域
１８とを含む。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環状の形状を有する軌道輪である外輪と、
　前記外輪の内周側に配置され、環状の形状を有する軌道輪である内輪とを備え、
　前記内輪には前記外輪と対向する外周表面に、底面が転走面となる溝が２列形成され、
さらに、
　前記内輪の前記転走面と接するように前記溝の内部に配置されるとともに、前記外輪と
接する円すい形状のころを備え、
　前記内輪の前記外周表面において、前記溝と隣接する領域は、前記溝の内周面から前記
領域にまで延在する硬化領域と、前記硬化領域より前記溝から離れた位置に配置されると
ともに前記硬化領域より硬度の低い非硬化領域とを含む、複列円すいころ軸受。
【請求項２】
　前記転走面が前記内輪の中心軸となす角度は４０°以上５０°以下である、請求項２に
記載の複列円すいころ軸受。
【請求項３】
　複列円すいころ軸受の軌道輪の製造方法であって、
　鋼から構成され、底面が前記軌道輪の転走面となるべき環状の溝が外周面に形成された
成形体を準備する工程と、
　前記成形体を誘導加熱することにより、前記溝の前記底面を含み、Ａ１点以上の温度に
加熱された加熱領域を形成する工程と、
　前記加熱領域全体をＭｓ点以下の温度に同時に冷却する工程とを備え、
　前記成形体を準備する工程では、前記成形体において前記溝に隣接する領域が前記軌道
輪の外周表面となるべき位置より外側に延在する余肉部を含み、さらに、
　前記冷却する工程の後、前記成形体から前記余肉部を除去する工程を備える、軌道輪の
製造方法。
【請求項４】
　前記成形体は環状の形状を有し、
　前記成形体を準備する工程において、前記成形体の前記余肉部は、前記成形体の中心軸
方向において前記溝を挟むように環状に配置されている、請求項３に記載の軌道輪の製造
方法。
【請求項５】
　前記成形体を準備する工程において、前記成形体の前記溝の前記底面が前記中心軸とな
す角度は４０°以上５０°以下である、請求項４に記載の軌道輪の製造方法。
【請求項６】
　軌道輪を準備する工程と、
　円すい形状のころを準備する工程と、
　前記軌道輪と前記ころとを組み合わせて複列円すいころ軸受を組立てる工程とを備え、
　前記軌道輪は請求項３～５のいずれか１項に記載の軌道輪の製造方法により製造される
、複列円すいころ軸受の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複列円すいころ軸受、軌道輪および複列円すいころ軸受の製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　風力発電機用の軸受、たとえばブレードの回転動力を伝達する軸を支持する主軸受につ
いては、ブレードやロータの自重に起因する荷重成分の他、風荷重に起因する荷重成分も
作用する。つまり、当該軸受にはラジアル荷重に加えてアキシアル荷重も作用する。その
ため、従来、風力発電機用の軸受として、複列円すいころ軸受を用いることが提案されて
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いる（たとえば、特表２００８－５４６９４８号公報参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００８－５４６９４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特表２００８－５４６９４８号公報に開示されているように、風力発電機に適用さ
れた複列円すいころ軸受の外輪には複数のボルト用孔が形成されており、当該ボルト用孔
に挿通したボルトにより風力発電機の筐体など周囲の部品と固定される。また、当該複列
円すいころ軸受の内輪についても、同様にボルト用孔が形成される場合もある。
【０００５】
　このような複列円すいころ軸受の外輪や内輪に関しては、必要な硬度を得るために浸炭
鋼を用いて浸炭焼入れを行う、というプロセスが採用されている。これは、以下のような
理由による。
【０００６】
　すなわち、上述したように外輪などに形成された複数のボルト用孔については、複列円
すいころ軸受を周囲の部品に対して正確に固定するため高い位置精度が求められる。その
ため、外輪などに対する熱処理が終了した後に当該ボルト用孔を形成すれば、熱処理前に
ボルト用孔を形成する場合のように熱処理に伴う外輪の変形などを考慮する必要が無く、
作業効率も向上させることができる。一方、熱処理によって外輪などの硬度が高くなると
、被削性が低下して機械加工が難しくなる。つまり、外輪などの材料として軸受鋼を用い
、熱処理として一般的な全体焼入れを行うと上述したボルト用孔の加工が難しくなるとい
う問題がある。
【０００７】
　そこで、上述のように外輪などの材料として浸炭鋼を用い、ボルト用孔が形成されるべ
き領域に対しては防浸炭処理を施した状態で浸炭焼入れを行うと、防振処理をしていない
領域については硬度を高めることができる一方、防浸炭処理を施した領域については硬度
上昇を防止しているため、当該浸炭焼入れ後にボルト用孔を形成する加工を容易に行うこ
とができる。
【０００８】
　しかし、上記のような浸炭熱処理を行うと、防浸炭処理を施すなど工程数が一般的な焼
入れ処理より増加するとともに、一般的な全体焼入れより熱処理自体の処理時間も長くな
るため、結果的に製造コストが増大するという問題があった。
【０００９】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の目的
は、製造コストが抑制された複列円すいころ軸受を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示に係る複列円すいころ軸受は、環状の形状を有する軌道輪である外輪と、外輪の
内周側に配置され、環状の形状を有する軌道輪である内輪と、ころとを備える。内輪には
外輪と対向する外周表面に、底面が転走面となる溝が２列形成されている。ころは、内輪
の転走面と接するように溝の内部に配置されるとともに、外輪と接する円すい形状のころ
である。内輪の外周表面において、溝と隣接する領域は、溝の内周面から当該領域にまで
延在する硬化領域と、硬化領域より溝から離れた位置に配置されるとともに硬化領域より
硬度の低い非硬化領域とを含む。
【００１１】
　本開示に係る軌道輪の製造方法は、複列円すいころ軸受の軌道輪の製造方法であって、
成形体を準備する工程と、加熱領域を形成する工程と、冷却する工程と、除去する工程と
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を備える。成形体を準備する工程では、鋼から構成され、底面が軌道輪の転走面となるべ
き環状の溝が外周面に形成された成形体を準備する。加熱領域を形成する工程では、成形
体を誘導加熱することにより、溝の底面を含み、Ａ１点以上の温度に加熱された加熱領域
を形成する。冷却する工程では、加熱領域全体をＭｓ点以下の温度に同時に冷却する。成
形体を準備する工程では、成形体において溝に隣接する領域が軌道輪の外周表面となるべ
き位置より外側に延在する余肉部を含む。除去する工程では、冷却する工程の後、成形体
から余肉部を除去する。
【００１２】
　本開示に係る複列円すいころ軸受の製造方法は、軌道輪を準備する工程と、円すい形状
のころを準備する工程と、軌道輪ところとを組み合わせて複列円すいころ軸受を組立てる
工程とを備える。軌道輪は上記軌道輪の製造方法により製造される。
【発明の効果】
【００１３】
　上記によれば、製造コストの増大を招くことなく、十分な特性の軌道輪を備えた複列円
すいころ軸受を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態に係る複列円すいころ軸受の模式図である。
【図２】図１に示した線分ＩＩ－ＩＩにおける部分断面模式図である。
【図３】図１に示した複列円すいころ軸受を適用した風力発電装置を説明するための模式
図である。
【図４】図１に示した複列円すいころ軸受の軌道輪および複列円すいころ軸受の製造方法
の概略を示すフローチャートである。
【図５】成形体の断面模式図である。
【図６】成形体の部分断面模式図である。
【図７】焼入硬化工程を説明するための模式図である。
【図８】図７の線分ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩにおける断面模式図である。
【図９】仕上工程を説明するための模式図である。
【図１０】比較例としての軌道輪の部分断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において同一
または相当する部分には同一の参照番号を付しその説明は繰返さない。
【００１６】
　＜複列円すいころ軸受の構成＞
　図１および図２を参照しながら、本実施形態に係る複列円すいころ軸受の構成を説明す
る。
【００１７】
　図１および図２に示した複列円すいころ軸受は、環状の形状を有する軌道輪である外輪
２と、外輪２の内周側に配置され、環状の形状を有する軌道輪である内輪５と、転動体と
しての複数のころ６と、複数のころ６の配置を規定する保持器７とを主に備える。外輪２
にはボルト用孔８が形成されている。ボルト用孔８は、複列円すいころ軸受のスラスト方
向に沿って延びるように形成されている。また、外輪２にはその内周面に２つの転走面が
形成されている。２つの転走面は硬化領域１５を含む。また、外輪２において硬化領域１
５が形成された部分以外は、上記硬化領域１５より硬度の低い非硬化領域１８である。
【００１８】
　内輪５は、２つの内輪部材３ａ、３ｂと内輪間座４とを含む。２つの内輪部材３ａ、３
ｂはそれぞれ環状の形状を有する。内輪間座４は環状の形状を有し、内輪部材３ａ、３ｂ
の間に配置される。なお、内輪間座４は無くてもよい。内輪部材３ａ、３ｂのそれぞれに
は、外輪２と対向する外周表面１６に、底面が転走面となる溝１９が形成されている。つ
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まり、内輪５には溝１９が２列形成されている。また異なる観点から言えば、外周表面１
６は、内輪部材３ａ、３ｂにおいてころ６の中心軸に沿って延びる表面部分を意味する。
ころ６は、内輪５の転走面と接するように溝１９の内部に配置されるとともに、外輪２と
接する。ころ６は円すい形状のころである。内輪５の外周表面１６において、溝１９と隣
接する領域は、溝１９の内周面から当該領域にまで延在する硬化領域１５と、硬化領域１
５より溝１９から離れた位置に配置されるとともに硬化領域１５より硬度の低い非硬化領
域１８とを含む。なお、図２に示した内輪５の外周表面１６において溝１９と隣接する領
域とは、内輪５の中心軸２５に沿った方向において溝１９を挟むとともにころ６の中心軸
に沿って延びる領域である。異なる観点から言えば、内輪５の外周表面１６では、環状の
溝１９に隣接するとともに溝１９に沿って硬化領域１５が形成されている。また異なる観
点から言えば、硬化領域１５と非硬化領域１８との境界部１７は溝１９に沿って環状に配
置されている。硬化領域１５は溝１９の底面および側面から外周表面１６にまで延びるよ
うに形成されている。
【００１９】
　また、転走面である溝１９の底面が内輪５の中心軸２５となす角度θは４０°以上５０
°以下である。また、当該角度θは４５°であってもよい。
【００２０】
　＜複列円すいころ軸受の作用効果＞
　図１および図２に示した複列円すいころ軸受１では、内輪５の外周表面１６が非硬化領
域１８を含んでいるので、当該非硬化領域１８に対して穴あけ加工などの機械加工を容易
に行うことができる。また、外輪２も同様に非硬化領域１８を有しているので、硬化領域
１５を形成する熱処理を実施した後にボルト用孔８を容易に形成することができる。
【００２１】
　上記複列円すいころ軸受１において、転走面である溝１９の底面が内輪５の中心軸２５
となす角度θは４０°以上５０°以下となっているので、当該複列円すいころ軸受１のみ
で大きな作用点距離を得ることができる。このため、風力発電装置の主軸用の軸受として
当該複列円すいころ軸受１を適用することで、当該主軸用の軸受として円筒ころ軸受を複
数適用するといった構成よりも、風力発電機の主軸用の軸受部の寸法を小さくすることが
できる。
【００２２】
　＜複列円すいころ軸受を適用した風力発電装置の構成＞
　図３を参照しながら、図１に示した複列円すいころ軸受を適用した風力発電装置の構成
を説明する。
【００２３】
　図３を参照して、風力発電装置１０は、主軸２２と、ブレード３０と、増速機４０と、
発電機５０と、主軸受６０とを主に備える。増速機４０、発電機５０および主軸受６０は
、ナセル９０に格納されている。ナセル９０は、タワー１００によって支持される。つま
り、風力発電装置のタワー１００の上端部には、ナセル９０が設けられている。
【００２４】
　主軸２２の先端部に接続されたロータヘッド２０には複数のブレード３０が取り付けら
れている。主軸２２はナセル９０内部で支持される。主軸２２の回転は、増速機４０を経
由して発電機５０へと伝達される。
【００２５】
　主軸２２は、ロータヘッド２０からナセル９０内に進入して増速機４０の入力軸に接続
される。主軸２２は主軸受６０によって回転自在に支持される。そして、主軸２２は、風
力を受けたブレード３０により発生する回転トルクを、増速機４０の入力軸へ伝達する。
ブレード３０は、風力を回転トルクに変換して主軸２２に伝達する。
【００２６】
　主軸受６０は、ナセル９０内において固設され、主軸２２を回転自在に支持する。主軸
受６０は、図１および図２に示した複列円すいころ軸受１によって構成される。また、主



(6) JP 2017-82945 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

軸受６０として用いられる図１および図２に示した複列円すいころ軸受１は、図２に示し
た外輪２のボルト用孔８に挿通されるボルトによりナセル９０に固定されている。
【００２７】
　増速機４０は、主軸２２と発電機５０との間に設けられ、主軸２２の回転速度を増速し
て発電機５０へ出力する。一例として、増速機４０は、遊星ギヤや中間軸、高速軸等を含
む歯車増速機構によって構成される。発電機５０は、増速機４０の出力軸６１に接続され
、増速機４０から受ける回転トルクによって発電する。発電機５０は、たとえば、誘導発
電機によって構成される。
【００２８】
　風力発電装置は、地上に固定されたタワー１００に対して、風向に応じてナセル９０を
回転させるヨー運動を行なうことが可能に構成されている。好ましくは、風上にブレード
３０側が位置するようにナセル９０が回転される。
【００２９】
　また、風力発電装置１０は、風力の強さに応じてブレード３０の風の方向に対する角度
（以下、ピッチと称する）を変化させることによって、適度な回転を得るように構成され
ていてもよい。また、風車の起動・停止を行なう場合にも同様に、ブレードピッチを制御
するように構成されていてもよい。また、主軸２２を１回転させる間においても、各ブレ
ード３０が数度揺動するように制御されていてもよい。このようにすることによって、風
から得ることのできるエネルギーの量を調整することができる。たとえば、強風時などで
は、風車の回転を抑制するためにブレードの風受け面（翼面、羽面ともいう）を風の方向
と平行にする。
【００３０】
　＜複列円すいころ軸受の軌道輪および複列円すいころ軸受の製造方法＞
　図４～図１０を参照しながら、複列円すいころ軸受の軌道輪および複列円すいころ軸受
の製造方法を説明する。なお、軌道輪の製造方法としては主に内輪部材３ａ（図２参照）
の製造方法について説明するが、内輪部材３ｂ（図２参照）や外輪２についても同様に製
造することができる。
【００３１】
　図４を参照して、本実施の形態における内輪の製造方法では、まず工程（Ｓ１０）とし
て成形体準備工程が実施される。この工程（Ｓ１０）では、高周波焼入処理に適した任意
の成分組成を有する鋼材が準備され、鍛造、旋削などの加工が実施されることにより、所
望の内輪の形状に応じた形状を有する成形体が作製される。より具体的には、図５および
図６に示すように、１０００ｍｍ以上の内径を有する内輪の形状に応じた成形体が作製さ
れる。
【００３２】
　図５および図６に示すように、成形体は鋼から構成され、底面が軌道輪の転走面１１と
なるべき環状の溝１９が外周面に形成されている。また、成形体においては、溝１９に隣
接する領域が軌道輪（内輪部材３ｂ）の外周表面となるべき点線１４で示す位置より外側
に延在する余肉部１２、１３を含む。ここで、成形体の中心軸に沿った方向における余肉
部１２の厚みは、たとえば１ｍｍ以上５ｍｍ以下とすることができる。また、成形体の中
心軸に対して垂直な径方向における余肉部１３の厚みは、たとえば１ｍｍ以上５ｍｍ以下
とすることができる。
【００３３】
　次に、工程（Ｓ２０）として、焼ならし工程が実施される。この工程（Ｓ２０）では、
工程（Ｓ１０）において作製された成形体がＡ１変態点以上の温度に加熱された後、Ａ１

変態点未満の温度に冷却されることにより焼ならし処理が実施される。このとき、焼なら
し処理の冷却時における冷却速度は、成形体を構成する鋼がマルテンサイトに変態しない
冷却速度、すなわち臨界冷却速度未満の冷却速度であればよい。そして、焼ならし処理後
の成形体の硬度は、この冷却速度が大きくなると高く、冷却速度が小さくなると低くなる
。そのため、当該冷却速度を調整することにより、所望の硬度を成形体に付与することが
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できる。
【００３４】
　次に、図４を参照して、焼入硬化工程が実施される。この焼入硬化工程は、工程（Ｓ３
０）として実施される誘導加熱工程と、工程（Ｓ４０）として実施される冷却工程とを含
んでいる。工程（Ｓ３０）では、図７および図８を参照して、誘導加熱コイルとしてのコ
イル１２１が、成形体において転動体が転走すべき面である転走面１１（環状領域）の一
部に面するように配置される。なお、コイル１２１の形状は任意の形状とすることができ
る。
【００３５】
　次に、成形体が中心軸周り、具体的には矢印αの向きに回転されるとともに、コイル１
２１に対して電源（図示しない）から高周波電流が供給される。これにより、成形体の転
走面１１を含む表層領域がＡ１点以上の温度に誘導加熱され、転走面１１に沿った円環状
の加熱領域が形成される。このとき、転走面１１の表面の温度は、放射温度計などの温度
計１２２により測定され、管理される。
【００３６】
　次に、工程（Ｓ４０）においては、工程（Ｓ３０）において形成された加熱領域を含む
成形体全体に対して、たとえば冷却液としての水が噴射されることにより、加熱領域全体
がＭＳ点以下の温度に同時に冷却される。これにより、加熱領域がマルテンサイトに変態
し、転走面１１を含む領域が硬化する。以上の手順により、高周波焼入が実施され、焼入
硬化工程が完了する。
【００３７】
　次に、工程（Ｓ５０）として焼戻工程が実施される。この工程（Ｓ５０）では、工程（
Ｓ３０）および（Ｓ４０）において焼入硬化された成形体が、たとえば炉内に装入され、
Ａ１点以下の温度に加熱されて所定の時間保持されることにより、焼戻処理が実施される
。
【００３８】
　次に、工程（Ｓ６０）として仕上工程が実施される。この工程（Ｓ６０）では、図９に
示すように成形体の余肉部１２、１３を除去することで内輪部材３ａの形状を整えるとと
もに、その他の必要な加工、たとえば転走面１１に対する研磨加工などの仕上げ加工が実
施される。以上のプロセスにより、複列円すいころ軸受の内輪を構成する内輪部材３ａが
完成する。内輪部材３ａは、１０００ｍｍ以上の内径を有し、高周波焼入によって焼入硬
化層が転走面１１に沿って全周にわたって均質に形成されている。
【００３９】
　また、内輪部材３ａは、上述のように熱処理後に余肉部１２、１３を除去することによ
って内輪部材３ａの外周表面１６において溝１９と隣接する領域（図９では、外周表面１
６において溝１９から見て内輪部材３ａの中心軸寄りに位置する領域）に硬化領域１５と
非硬化領域１８とが露出する。したがって、内輪部材３ａの外周表面１６において、硬化
領域１５と非硬化領域１８とが形成されていることを検出することで、当該内輪部材３ａ
が上述した本開示に係る軌道輪の製造方法を用いて製造されたものであるか否かを容易に
検知することができる。外周表面１６において溝１９と隣接する領域に硬化領域１５と非
硬化領域１８とが形成されていることを検出する方法は、硬度測定など従来周知の任意の
方法を用いることができる。ここで、外周表面１６における硬化領域１５の幅、つまり溝
１９の開口端部から硬化領域１５の端部までの距離は１ｍｍ以上１０ｍｍ以下とすること
ができる。また、図９では外周表面１６において溝１９から見て内輪部材３ａの中心軸寄
りに位置する領域だけに、硬化領域１５と非硬化領域１８との両方が形成されており、外
周表面１６において溝１９から見て外周側に位置する領域には硬化領域１５だけが露出し
ている。しかし、本開示においては、外周表面１６において、硬化領域１５と非硬化領域
１８との両方が露出するのは、溝１９からみて内輪部材３ａの外周側の領域のみであって
もよいし、溝１９から見て外周側の領域および上記中心軸寄りに位置する領域の両方であ
ってもよい。
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【００４０】
　なお、上述のように熱処理を実施するときに余肉部１２、１３（図９参照）を形成しな
かった場合には、図１０に示すように内輪部材３ａにおいて外輪２（図２参照）と対向す
る面である外周表面１６の全面に硬化領域１５が形成される。これは、余肉部１２、１３
が存在しないため内輪部材３ａの外周表面１６の全体が誘導加熱により加熱されるためで
ある。
【００４１】
　さらに、工程（Ｓ７０）として組立工程が実施される。この工程（Ｓ７０）では、上述
のように作製された内輪部材３ａと、上記内輪部材３ａと同様に作製された内輪部材３ｂ
および外輪２とが、別途準備された転動体としてのころ６（図２参照）、保持器７（図２
参照）、内輪間座４（図２参照）などと組み合わされることにより、図１および図２に示
したような複列円すいころ軸受１が組み立てられる。以上の手順により、本実施の形態に
おける複列円すいころ軸受の製造方法は完了する。また、異なる観点から言えば、図１お
よび図２に示した複列円すいころ軸受１の製造方法は、軌道輪（図２に示す外輪２、内輪
部材３ａ、３ｂ、内輪間座４）を準備する工程と、円すい形状のころ６を準備する工程と
、軌道輪ところとを組み合わせて複列円すいころ軸受１を組立てる工程とを備える。軌道
輪（内輪部材３ａ、３ｂ）は上述した軌道輪の製造方法により製造される。
【００４２】
　本実施の形態では、工程（Ｓ３０）において、成形体の転走面１１の一部に面するよう
に配置されたコイル１２１を周方向に沿って相対的に回転させることにより、成形体に加
熱領域が形成される。そのため、成形体の外形形状に対して小さいコイル１２１を採用す
ることが可能となっており、大型の成形体を焼入硬化する場合でも、焼入装置の製作コス
トを抑制することができる。また、本実施の形態では、加熱領域全体がＭＳ点以下の温度
に同時に冷却される。そのため、周方向に均質な環状の焼入硬化領域である硬化領域１５
を形成することが可能となり、一部の領域に残留応力が集中することが抑制される。
【００４３】
　なお、工程（Ｓ３０）においては、誘導加熱によって成形体を加熱することができれば
、任意の形状のコイル１２１を適用することができる。たとえば、成形体における転走面
１１の全体を覆うような環状のコイルを用いてもよい。
【００４４】
　なお、上記工程（Ｓ２０）として実施される焼きならし工程は、本発明の軌道輪の製造
方法において必須の工程ではないが、これを実施することにより焼割れの発生を抑制しつ
つ、鋼からなる成形体の硬度を調整することができる。
【００４５】
　この工程（Ｓ２０）では、成形体に気体とともに硬質の粒子が吹き付けられることによ
り、成形体が冷却されつつショットブラスト処理が実施されてもよい。これにより、焼な
らし処理の際の衝風冷却と同時にショットブラスト処理を実施することができるため、成
形体の表層部に生成したスケールが除去され、スケールの生成に起因した内輪部材３ａの
特性低下やスケールの生成による熱伝導率の低下が抑制される。ここで、硬質の粒子（投
射材）としては、たとえば鋼や鋳鉄などからなる金属製の粒子を採用することができる。
【００４６】
　＜上記製造方法の作用効果＞
　図４～図９に示した本開示に係る軌道輪の製造方法は、複列円すいころ軸受の軌道輪の
製造方法であって、上述のように成形体を準備する工程（Ｓ１０）と、加熱領域を形成す
る工程（Ｓ３０）と、冷却する工程（Ｓ４０）と、除去する工程（Ｓ６０）とを備える。
成形体を準備する工程（Ｓ１０）では、鋼から構成され、底面が軌道輪の転走面１１とな
るべき環状の溝１９が外周面に形成された成形体を準備する。加熱領域を形成する工程（
Ｓ３０）では、成形体を誘導加熱することにより、溝１９の底面を含み、Ａ１点以上の温
度に加熱された加熱領域を形成する。冷却する工程（Ｓ４０）では、加熱領域全体をＭｓ

点以下の温度に同時に冷却する。成形体を準備する工程（Ｓ１０）では、成形体において
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溝１９に隣接する領域が軌道輪の外周表面となるべき位置より外側に延在する余肉部１２
、１３を含む。除去する工程（Ｓ６０）では、冷却する工程（Ｓ４０）の後、成形体から
余肉部１２、１３を除去する。
【００４７】
　このよにすれば、誘導加熱によって軌道輪を構成する内輪部材３ａの転走面１１となる
べき溝１９の底面を含む加熱領域に選択的に焼入れ処理を行うことができるので、防浸炭
処理を伴った浸炭熱処理を行う場合より軌道輪の製造工程を簡略化できるとともに、工程
に要する時間も短縮できる。このため、軌道輪の製造コストを低減することができる。
【００４８】
　また、加熱対象となっている溝１９に隣接して余肉部１２、１３が存在する状態で焼入
れ処理を行うので、余肉部１２、１３が無い場合における溝１９の開口端部、つまり溝１
９の内周面と軌道輪としての内輪部材３ａの外周表面との接続部（角部）が過加熱あるい
は過冷却されることで当該部分に焼割れなどの不具合が発生する可能性を低減できる。つ
まり、上述した余肉部１２、１３が形成されていることで、加熱領域を形成する工程（Ｓ
３０）や冷却する工程（Ｓ４０）における溝１９の周囲での加熱状態や冷却状態を均一化
することができる。異なる観点から言えば、当該余肉部１２、１３を形成することにより
、溝１９の周囲における質量効果による焼入れのむらの発生を抑制できる。
【００４９】
　上記軌道輪の製造方法において、図７などに示すように成形体は環状の形状を有してい
てもよい。成形体を準備する工程（Ｓ１０）において、成形体の余肉部１２、１３は、成
形体の中心軸方向において溝１９を挟むように環状に配置されていてもよい。この場合、
溝１９の全周に隣接するように余肉部１２、１３を配置することになるので、溝１９全体
について焼入れのむらの発生を抑制することができる。
【００５０】
　上記軌道輪の製造方法では、成形体を準備する工程（Ｓ１０）において、成形体の溝１
９の底面が中心軸となす角度θ（図２参照）は４０°以上５０°以下であってもよい。こ
の場合、上記角度θが上述のような数値範囲となる、いわゆる急勾配複列円すいころ軸受
の軌道輪（内輪部材３ａ）においては、当該軌道輪の外周表面において溝１９と隣接する
部分と溝１９の底面に連なる部分とで焼入れ処理時の加熱状態や冷却状態に差が発生し易
い。そのため、本開示に係る軌道輪の製造方法が特に有効である。
【００５１】
　図１および図２に示した複列円すいころ軸受の製造方法は、軌道輪を準備する工程と、
円すい形状のころを準備する工程と、軌道輪ところとを組み合わせて複列円すいころ軸受
を組立てる工程とを備える。軌道輪を構成する内輪部材３ａ、３ｂは上記軌道輪の製造方
法により製造される。このようにすれば、焼割れなどの不具合を発生させることなく、か
つ製造コストの増大を招くことなく、十分な特性の内輪部材３ａ、３ｂを備えた複列円す
いころ軸受１を得ることができる。
【００５２】
　以上のように本発明の実施の形態について説明を行ったが、上述の実施の形態を様々に
変形することも可能である。また、本発明の範囲は上述の実施の形態に限定されるもので
はない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味
および範囲内でのすべての変更を含むことが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本実施形態は、風力発電装置に適用される複列円すいころ軸受に特に有利に適用される
。
【符号の説明】
【００５４】
　１　軸受、２　外輪、３ａ，３ｂ　内輪部材、４　内輪間座、５　内輪、６　ころ、７
　保持器、８　ボルト用孔、９　転走面、１０　風力発電装置、１１　転走面、１２，１
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３　余肉部、１４　点線、１５　硬化領域、１６　外周表面、１７　境界部、１８　非硬
化領域、１９　溝、２０　ロータヘッド、２２　主軸、２５　中心軸、３０　ブレード、
４０　増速機、５０　発電機、６０　主軸受、６１　出力軸、９０　ナセル、１００　タ
ワー、１２１　コイル、１２２　温度計。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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